
は じ め に

少子高齢化が進むなか，国は団塊の世代がすべて
７５歳以上となる２０２５年の医療提供体制に向けて保険
制度の見直しを進めている．２０１６年度診療報酬改定
では，地域包括ケアシステムの構築が主眼となった．
重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で，自

分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができ
るよう，医療・介護・予防・住まい・生活支援が包
括的に確保される体制の構築を実現する社会を目指
すなか，医療と住まい，介護と住まいなどの連携に
おいて，「食事」を担う管理栄養士の存在がますま
す重要になってきている．病院から地域への移行が
急速に進められるなか，住み慣れた地域で，「退院
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診療報酬改定の大幅な見直し

摂食嚥下機能低下に対する取り組み

てんかん食に対する取り組み

がん患者の食に対する取り組み

後の食事をどうすればよいか」という非常に重要な
課題がある．この「退院後の食事」の栄養指導にお
いて，私たち管理栄養士の専門性が重視され，さら
なる活躍が望まれている．
本シンポジウムでは，診療報酬改定後，管理栄養

士の業務はどのように変わったのかについて，演者
の皆さんに摂食嚥下障害・てんかん・がん患者の栄
養管理・退院支援における切れ目のない栄養管理に
ついて，それぞれ日頃取り組んでいる内容を紹介し
ていただき，これからの管理栄養士の果たすべき役
割の方向性の参考としたい．

２０１６年度診療報酬改定では，地域包括ケアシステ
ム推進の観点から，今後の取り組み強化に関連する
ものとして栄養食事指導料について以下の３点につ
いて見直しが行われた．①がん，摂食・嚥下機能低
下，低栄養患者，難治性てんかん等の患者に対する
治療食の指導を，個別栄養食事指導料の算定対象に
追加．②外来・入院栄養指導料について，指導時間

おおむ

の要件と点数の見直し（改定前：概ね１５分以上で
１３０点→改定後：初回概ね３０分以上で２６０点，２回目
以降概ね２０分以上で２００点）．③在宅患者の実情に応
じた指導となるよう，指導方法に関する要件の緩和，
である．一方，医療保険制度を持続可能なものとす
る一環として，経管栄養の場合の食事療養費の見直
しも行われ，栄養管理が概ね経管栄養法による市販
の流動食によって行われている患者の食事療養費は
原則として約１割引き下げられ，特別食加算も廃止
となった．
栄養部門の経営管理の観点から厳しい状況に変わ

りないが，地域包括ケアシステム推進に向けて，栄
養指導の新たに対象拡大となった食事の支援をより
一層推し進めていく必要がある．

診療報酬算定方法の実施上の留意事項において
「摂食機能又は嚥下機能が低下した患者とは，医師
が，硬さ，付着性，凝集性などに配慮した嚥下調整
食（日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に
基づく）に相当する食事を要すると判断した患者を
いう」と規定されている．栄養指導では，どのよう
にすれば安全に経口摂取ができるか嚥下調整食の学

会分類に基づき検討し，実際の食事に反映させる必
要がある．NHO箱根病院では，神経筋・難病患者
に対して，チーム医療連携として，栄養指導や外来
および入院での嚥下ケアチームによる診療が構築さ
れており，患者に寄り添った安全な飲み込みをサポ
ートする食支援が充実していた．診療報酬改定では，
マイナス（経管栄養の１割引き下げおよび特別食加
算廃止）とプラス（栄養食事指導点数の見直し，算
定食種の拡充）の改定であったが，プラスの要素を
充実させるため多職種連携におけるチーム医療が重
要となった．これをきっかけに，管理栄養士の活躍
の場がこれまで以上に拡充したが，より効率的な業
務の見直しも必要となった．今後は地域との連携，
在宅訪問看護事業における合同カンファレンスへの
参加も見据えている．

てんかん食は，難治性てんかん，グルコーストラ
ンスポーター１欠損症またはミトコンドリア脳筋症
の患者に対し，「グルコースに代わりケトン体を熱
量源として供給することを目的に炭水化物量の制限
と脂質量の増加が厳格に行われたものに限る」と規
定されている．NHO静岡てんかん・神経医療セン
ターでは，難治性てんかんに対する抗てんかん薬，
外科治療以外の選択肢として修正ケトン食をはじめ
とした食事療法の再評価に２００７年から取り組んでい
る．診療報酬改定後は，多職種連携によるてんかん
食ワークショップや他施設からの研修受け入れ，ブ
ログによるレシピ紹介などの取り組みを行い，入院
のてんかん食の食数の増加および栄養指導件数も約
１．４倍に増加している．今後はてんかん食普及に向
けた啓発活動の強化や地域連携の必要性，特殊ミル
クの安定供給などが課題である．

がん患者への栄養指導は，侵襲の大きな消化管手
術後の患者に対する食事のみが診療報酬算定の対象
となっていた．今回「がん患者」への指導が追加さ
れたことで，化学療法や放射線治療時の食欲低下に
対する食事や，低栄養を改善するための食事など患
者のQOLを維持する場面での役割も期待されてい
る．NHO四国がんセンターは，がん治療の副作用
に対する食事対応に先駆的に取り組んでいる病院で
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退院支援に向けた取り組み

ま と め

ある．多職種連携などチーム医療を進めることや積
極的な管理栄養士の介入により，診療報酬改定後の
対応件数は１．６倍に増加している．演者自身もがん
病態栄養専門管理栄養士の認定資格を取得し，がん
患者に寄り添い，栄養療法のエビデンス蓄積のため
に取り組んでいる．

地域包括ケアシステムを進めるうえで医療から介
護保険下での在宅栄養管理を切れ目なく行うために
は多職種との連携が必要不可欠である．カンファレ
ンスへの参画はもとより，栄養情報提供書の作成も
積極的に行っていく必要があり，そのスキル習得も
求められている．NHO長崎病院では退院支援に向
けた取り組みの一環として患者支援カンファレンス
に積極的に参加してきた内容が報告された．退院支
援に積極的に取り組むことで，在宅復帰後の食事支

つな

援にも繋がっていくことが示された．

２０１６年度診療報酬改定から１年以上が経過したが，
全国的にみて，栄養食事指導件数の総数自体は大き
く増加したわけではない．しかし，これまで算定で

きなかった摂食嚥下障害・てんかん・がん患者，そ
して低栄養を対象にした指導を実施してきた病院で
は，算定件数はそれぞれ大きく増え，算定額も大幅
な増収となっている．一方で，経管栄養による市販
の濃厚流動食の減額や特別食加算の廃止等もあり，
栄養部門としての経営面では厳しい状況にある．こ
のため，多職種チーム医療連携を進めるうえで，業
務内容の効率化をはかり，医療経済効果としてよい
結果を残していくことも必要である．
地域包括ケアシステムを推進するうえで，「退院
後の食事をどうするか」ということは非常に重要な
課題であり，長崎病院の取り組みのような食事面で
の支援をする場合の管理栄養士の役割は非常に大き
いと感じられた．今後は，院内でのチーム医療連携
にとどまらず，地域におけるチーム医療連携の一翼
を担えるよう管理栄養士のさらなる活躍に期待した
い．

〈本論文は第７１回国立病院総合医学会シンポジウム「チ
ーム医療連携において管理栄養士が果たすべき役割と
は」として発表した内容を座長としてまとめたもので
ある．〉

著者の利益相反：本論文発表内容に関連して申告な
し．

― 404 ― Oct. ２０１８


